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第３章 施工 

 

3.1 施工フローチャート 

 

   施工フローを以下に示す。 
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3.2 施工仕様 

 

 ＧＴＭ工法の標準的な施工仕様を下表に示す。 

 
 

注 1）標準作業半径（超高圧ホースの許容設置延長）は、約 150m である。 

注 2）ＧＴＭプラント設置場所と改良体造成場所との標高差、気温による硬化材の粘性変化な

どの影響により、硬化材の吐出圧力・吐出流量の試算によって、改良体造成速度（引き上

げ速度）を変更することができる。 

  ただし、硬化材の吐出圧力・吐出流量の許容変動幅は上記標準施工仕様の±10％以内の場

合に限る。 

注 3）施工条件により標準作業半径を超えて改良体を造成する場合などで、硬化材の吐出圧力・

吐出流量が標準施工仕様より±10％を超えて変動する場合には、噴射エネルギーの試算・

試験施工などによる有効径、改良強度の確認が必要である。 
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3.3 施工プラント 

 

 1 セット当たりの標準的な施工プラントを以下に示す。 
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3.4 施工機械仕様 

 

 表 3.2、表 3.3 に施工機械の仕様を示す。また、図 3.3 にＧＴＭモニター部を、写真 3.1 に超

高圧ポンプを示す。 
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3.5 排泥処理 

 

 都市土木工事等で広く採用されている高圧噴射工法による地盤改良では、大量の泥水（一次排

泥）が発生します。ＧＴＭ工法は清水の超高圧噴射による地盤の事前切削工程を採用することに

より、セメント系固化材が含まれる一次排泥量を低減させていますが、排泥の減量化・有効利用・

再利用の各処理対策も開発しており、これらの処理対策を施工条件や地盤条件等に応じて選定す

ることにより、排泥処理費を削減することもできます。 

 

3.5.1 一次排泥の減量化 

高圧噴射工法による地盤改良では、造成時に吐出する排泥の含水率が高く、現状では産業廃棄

物として処理されることが多い。ＧＴＭ工法では施工条件・地盤条件に応じ、土砂分離装置（デ

サンダーBE250 等）を採用することにより一次排泥に含まれる砂分（粒径 0.075mm〜4mm）、

れき分（粒径 4mm オーバー）を分離処理する。このことにより、砂質系地盤を対象とした場

合には、現場排出泥土を一次排泥の 70〜80％程度に減量化することが可能となる。図 3.4 に土

砂分離装置の機能概要を示す。また、写真 3.2 に排泥処理状況を示す。 
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3.5.2 一次排泥の有効利用 

 ＧＴＭ工法の施工時に発生する排泥の処理に、建設工事から発生する流動性の高い土砂の有効

利用を図る目的で開発された土砂改良システム（DEI-KON システム）を組み入れることにより、

排泥の中に含まれる活性セメントおよび水を、建設工事から発生する流動性の高い土砂を対象と

した①固化処理、②塑性化処理、③流動化処理などの改良に有効利用することができる。 

安定した供給能力を持つ材料フィダーと混合効率の良い二軸ミキサーをベースに、土砂の性状

に合わせて改良材の添加量を調節する高度な管理システムにより、高い改良効率を発揮すること

ができる。図 3.5 に処理装置の概念図を示す。また、図 3.6 に固化・塑性化処理プラントの概念

図、図 3.7 にシステム構成例を示す。 
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3.5.3 一次排泥の再利用 

 高圧噴射工法による地盤改良に伴い発生する泥水には大量のセメントを含むため、施工条

件によっては土砂分離装置や排泥中の活性セメント量を測定する装置等を利用することによ

り、一次排泥の中に含まれるセメントと水をグラウト材料として再利用し、廃棄排泥量を極

めて少量にすることが可能である。図 3.8 に排泥再利用の概念図を示す。 

  


